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平成29年度報告書の公表に当たって

熊本市代表オンブズマン　　原
はらむら

村　憲
けん

司
じ

　熊本市オンブズマンの制度は、平成23年11月から始まり、現在７年目に入ってい
ます。
　毎年11月に全国から同様の制度を持っている自治体の担当者が集まって会議を開
き、情報の交換等を行っていますが、同様の制度を持っている自治体は多くなく、
昨年のこの会議に参加した自治体は29自治体にとどまっています。他の自治体では、
行政に対する苦情の相談が活動の中心になっているようで、苦情の申立て（その申
立てに対してオンブズマン等が判断を示すもの）を受理した件数は、例年、熊本市
は、全国で札幌市(制度発足17年目)、川崎市（制度発足28年目）に続き、多い方か
ら３番目となっています。熊本市では、平成29年度も58件の苦情申立てを受理しま
した。この受理件数を人口10万人当たりで計算すると約7.8件となりますが、この
人口10万人当たりの苦情申立ての受理件数は、例年、熊本市が札幌市や川崎市を上
回っています。このようなことから、熊本市オンブズマンの制度は、発足後、日は
浅いものの、市民の皆さまによく利用していただいていると感じています。
　オンブズマンが果たすべき役割として、行政を監視する機能、市民が受けた不利
益等を救済する機能、行政を改善する機能などが言われていますが、熊本市オンブ
ズマンでは、その中でも行政を改善する機能を特に大事にしています。苦情の申立
てに基づくオンブズマンの調査を契機として、市の担当部署が自分たちの仕事のあ
り方を見直し、改善すべき点を自ら見付け、その改善策も自ら考案する、というこ
とが実現できれば、その改善策は確実に定着すると考えます。このような形で市政
の改善を促すことが、オンブズマンとして果たすべき最も重要な役割ではないかと
考えているのです。
　他の機能についてももちろんですが、上に述べたような市政改善の機能をさらに
充実させ、熊本市オンブズマンの制度を市民の皆さまに一層利用していただけるも
のにしていくよう努めてまいります。
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オンブズマン経験の感想

熊本市オンブズマン　　齊
さいとう

藤　　修
おさむ

　私は、平成29年11月、熊本市オンブズマンに就任しました。
　まだ、担当した案件は少ないですが、オンブズマンとしてこの間、前任者の引継
ぎ事案及び新たな事案を担当するにあたり、様々な法令の分野を調査することにな
りました。そして、市民の皆さまの苦情申立てが、いかに広範囲で、かつ多岐にわ
たっているかということを実感しました。
　また、事務局に寄せられる市政に関する苦情やご意見・ご要望は、数多くあり、
市民の皆さまによる市政監視の関心の高さを強く感じました。
　他方、市は、オンブズマンが行う調査に対しては、法令の根拠を示し、丁寧な説
明を行いますが、市民の皆さまに対しても、当初からそのような丁寧な対応を行っ
ていれば、苦情申立てにいたらなかったのではないかと思われる事案もありました。
　オンブズマンは、市民の皆さまからの苦情申立てとこれに対する「市からの回答」
などをもって判断を示します。受け付けた苦情申立ては、申立ての趣旨に沿った事
案、申立ての趣旨に一部沿った事案、市の業務に不備がなかった事案、オンブズマ
ン条例上、調査の対象外とした事案などがありました。
　条例では、オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する苦情及び当該
業務に関する職員の行為に関する苦情とされています。苦情とは「他から受ける損
害や不利益などに対する不平・不満」です。「市からの回答」の中には、しばしば「説
明が足りなかった。」、「丁寧な対応をすべきであった。」など反省の言葉が見られま
す。たとえ、市の機関や職員の行為が違法ではなくても、このような場合は、程度
の差はありますが、市の業務に不備があったと判断することになります。
　本市オンブズマン制度による苦情処理は、市の機関・職員から受けた行為に、不
備があったかなかったかを単に判断するだけの苦情処理にとどまりません。苦情処
理によって、市の業務や職員の行為を監視し、市に対して制度の改善を促し、市政
の適正な執行を求める役割を担っています。
　今後も、市民の皆さまからの苦情申立てに対し、申立て内容をよくお聴きし、詳
細な調査をして、市民の皆さまの権利と利益の保護を図るべく、市政の監視に努め
てまいります。



Ⅰ　制度の概要

１　制度の概要

２　苦情処理の流れ
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Ⅰ　制度の概要

　１　制度の概要

　　⑴　熊本市オンブズマンの目的
　　　　オンブズマンが市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処

理することにより、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対する理
解と信頼を高めることを目的としています。

　　⑵　オンブズマンの職務
　　　　具体的に次のことを行います。
　　　①　市民から申し立てられた市政に関する苦情を調査します。
　　　②　常に市政を監視し、オンブズマン自らも事案を取り上げ、調査します。
　　　③ 　調査結果をもとにオンブズマンの判断を示します。必要なときは、市に対

して是正などの措置を行うよう勧告したり、制度の改善を求める意見表明を
します。

　　⑶　苦情申立てできる方
　　　　市民はもちろん、市外在住者や外国人、団体なども苦情を申し立てること 

ができます。

　　⑷　対象となる苦情の範囲
　　　　熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、そ

の事実のあった日（終わった日）から原則として１年以内の苦情が対象となり
ます。ただし、次のような場合などは、取り扱いません。

　　　①　裁判手続きや行政不服申立手続き等で、係争中又は確定済みの事項
　　　②　請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
　　　③　議会に関する事項
　　　④　オンブズマンの行為に関する事項

　　⑸　オンブズマンの組織等
　　　①　オンブズマン
　　　 　熊本市オンブズマン条例の規定に基づき、人格が高潔で社会的信望が厚く、

行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱す
ることとしています。

　　　 　市民の皆さんの権利と利益の擁護者として、公平かつ中立的な立場で職務を
行い、また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。
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　　　②　オンブズマンの任期
　　　　任期は２年です。ただし、１回に限り再任することができます。
　　　③　運用体制
　　　　現在、オンブズマン２名、オンブズマンを補佐する専門調査員３名、その他

制度を運営する事務局員３名（受付を担当する相談員１名を含む）の８名体制
で運用しています。

　　⑹　申立方法 
　　　　苦情の申立ては、書面により行うことになっています。事務局にご持参いた

だく方法の他、郵送、FAX、Eメール、ホームページのフォームメールでも受
け付けています。

　　　　苦情申立書は、オンブズマン事務局、情報公開窓口（市役所本庁舎１階）、
各区役所、まちづくりセンター等に置いています。

　　　　住所、氏名、電話番号、苦情の内容、苦情の原因となった事実のあった日又
は終わった日、他の救済制度利用の有無についての記載があれば、便箋などの
申立書以外の書面でも受け付けます。

　　　　なお、匿名での申立てはお受けできません。

　　⑺　面談について 
　　　　オンブズマンと直接面談ができます。希望される方は、予約が必要です。

　　⑻　苦情の調査 
　　　　オンブズマンは、苦情の内容を審査し、市の関係部署を調査します。調査は、

ヒアリング、書類や記録の閲覧、実地調査などの方法で行います。

　　⑼　調査結果の通知
　　　　オンブズマンは、調査の結果を、申立人に文書でお知らせします。
　　　　また、同じ結果を市の機関にも文書でお知らせします。

　　（10）　運営状況の報告・公表
　　　　毎年度の運営状況を市長及び議会に報告するとともに、これを公表します。
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　２　苦情処理の流れ

面談室

事務所窓口



Ⅱ　運用状況

１　苦情申立ての受付状況

２　苦情申立ての処理状況

３　発意調査

４　勧告又は意見表明

５　巡回オンブズマン

６　現地調査

７　フォローアップ調査

８　その他の活動
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Ⅱ　運用状況

　１　苦情申立ての受付状況

　　　平成29年度にオンブズマンが受け付けた苦情申立ての件数は58件でした。
　　　苦情申立人について居住地別にみると、市内居住者からの申立てが57件、市外
居住者からの申立てが１件となっており、そのほとんどが市内居住者からの申立
てとなっています。

　　　また、申立方法別では、持参が29件（50.0%）で最も多く、次いでＥメールや
フォームメールといったインターネットを利用した申立てが21件（36.2%）、郵送
７件（12.1％）、ＦＡＸ１件（1.7%）となっています。

表１ 月別・居住地別・申立て方法別受付状況　　　　　　　　　（単位：件・％）

月 件数
申立人居住地別 申立方法別

市内 県内
（市外） 県外 持参 インター

ネット 郵送 ＦＡＸ

４ ２ ２ ０ ０ １ １ ０ ０

５ 10 10 ０ ０ ７ ２ １ ０

６ ６ ５ ０ １ １ ５ ０ ０

７ ４ ４ ０ ０ ２ １ １ ０

８ ６ ６ ０ ０ ３ ３ ０ ０

９ ６ ６ ０ ０ ４ ２ ０ ０

10 ３ ３ ０ ０ １ １ ０ １

11 ３ ３ ０ ０ ２ １ ０ ０

12 ３ ３ ０ ０ ３ ０ ０ ０

１ ６ ６ ０ ０ ２ ２ ２ ０

２ ４ ４ ０ ０ ２ １ １ ０

３ ５ ５ ０ ０ １ ２ ２ ０

合計

構成比



苦情申立ての受付状況を行政組織別にみると、都市建設局 16件 (27.6%)と 最

も多く、次いで区役所14件 (24.2%)、健康福祉局が 7件 (12.1%)と なっています.

鉤頭∋ 行政組織別受
付状況 (単位 :件 。%)

組 織 件数 構成比 分 野

総務局 1

″
′ 雇用     1

財政局 5(1) 8.6 固定資産税  2市 税     2被 災者支援 1(1)

市民局
９

“ 3.4 広聴     1住 所 。戸籍  1

健康福祉局 7 ，

“

生活衛生   2動 物愛護   2国 民健康保険  1

介護保険   1 相談業務   1

環境局 6(5) 10.4 廃棄物処理 6(5)

経済観光局
，

“ 3.4 熊本城    1競 輪事業   1

都市建設局 16(1)
６″
′

，

“

道路管理   7建 築確認   3駅 周辺整備  2

相談業務   2地 籍調査   1 被災者支援 1(1)

区役所

(5区役所分)
14(1) 24.2

地域づくり  4生 活保護   3住 所 。戸籍  2

子ども育成  2地 域公民館  1 高齢者福祉  1

被災者支援 1(1)

上下水道局
，

″ 3.4 下水道事業  2

教育委員会
Ｏ
υ 5.2 学校教育   3

合 計 58.(3) 100.0

( )内の数字は熊本地震関連の申立て 計 8件

-10-



2 苦情申立ての処理状況

平成29年度処理分

平成28年度に苦情申立てを受け付け平成29年度に調査を継続した11件、平成

29年度に苦情申立てを受け付けた58件、あわせて69件の処理を行いました。

そのうち、平成29年度に調査が終了し、その結果を申立人に通知したものが

42件 (60.9%)、 調査対象とならなかったものが 7件 (10.1%)、 調査を中止した

ものが 2件 (2.9%)、 取り下げられたものが 5件 (7.3%)、 次年度に継続したも

のが13件 (18.8%)と なっています。

優壼魏処理状況 (単位 :件 。%)

区 分 件 数 構成比

1■鋼輩結果|を通知したもの 42(3) 60.9

(1)苦情申立ての趣旨に沿ったもの 3 4.4

(2)苦情申立ての趣旨に一部沿ったもの 11(1) 15.9

(3)市の業務に不備がなかったもの 28(2) 40.6

2 調査対象とならなかつたも|の| 7 10111‐

(1)管轄外のもの 2 2.9

(2)その他のもの (利害無し。1年以上経過等) 5
，

“
″
′

3‐ ■調査を中止|したも|の 17.11ヽ
2.9

4 取り下げられ|たも|の 5(1) 7.3

51継綺調奪Ⅲのもの10つい0年度に調章奮継卸 :蕪 Zl l 18.8

△
自 計 69〈9) 100.0

( )内の数字は熊本地震関連の申立て 計 9件

-11-
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　　　　また、オンブズマンの調査に要した日数の状況は、次のとおりとなっていま
す。

　　　 　なお平成29年度に処理した69件のうち、継続調査中のもの（平成30年度に調
査を継続）13件を除く56件の状況です。

　　　 　オンブズマンの調査日数は、申立人に調査開始を通知した日から調査結果を
通知した日までの日数です。

表４ オンブズマンの調査日数の状況　　　　　　　　　　　　（単位：件・％）

区　分 30日
以内

31日～
60日

61日～
90日

91日
以上 合計

１　調査結果を通知したもの

⑴　苦情申立ての趣旨に沿ったもの 0 1 2 0 3

⑵　苦情申立ての趣旨に一部沿ったもの 0 2 8 1 11

⑶　市の業務に不備がなかったもの 0 6 18 4 28

２　調査対象とならなかったもの

⑴　管轄外のもの 2 0 0 0 2

⑵　その他のもの
　　　（利害無し・１年以上経過等） 5 0 0 0 5

３　調査を中止したもの

４　取り下げられたもの

合　　　　　計

構　　成　　比
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　３　発意調査
　　　平成29年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第２項に基づき、発意調査を２
件行いました。（「Ｖ　発意調査の事例」参照）

　４　勧告又は意見表明
　　　平成29年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第１項第２号に基づく勧告又は
意見表明に至った事例はありませんでした。

　５　巡回オンブズマン
　　　中央区を除く各区の区役所に出向き、市民の皆さんとの面談を通じ苦情申立て
を受け付ける巡回オンブズマンについては、地震の影響のため中断していました
が、平成29年12月より再開し、次のとおり実施しました。

開催日 開催場所

第１回 12月20日（水） 東区役所

第２回 １月23日（火） 西区役所

第３回 ２月23日（金） 南区役所

第４回 ３月22日（木） 北区役所

６　現地調査
　　　苦情の内容によっては、状況を把握するため、オンブズマンが直接現地に赴き
調査を行います。平成29年度は４案件４回実施しました。

７　フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善等の状況の追跡調査）
　　　平成29年度にオンブズマンが調査結果を通知したもののうち、苦情申立ての趣
旨に沿い改善に至っていないもの４件について改善等の状況の追跡調査を行いま
した。加えて、過年度に改善等の状況の追跡調査を行ったものの改善に至ってい
ないものについても再度追跡調査を行いました。

　　　その結果、市から改善済や改善に向けて検討中である旨等の回答を得ました。
　　　（「Ⅵ　過年度の苦情処理案件の改善状況」参照）
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　８　その他の活動

　　⑴　苦情相談、要望の受付
　　　　平成29年度は、苦情申立てにはいたりませんでしたが、市政等に関する苦情

相談、要望を431件受け付けました。

表５ 市民等からの相談、要望の分野別受付状況　（単位：件・％）

分　　野 件　数 構成比

福祉・子ども 81 18.8

道路・河川 42 9.7

健康・生活衛生 40 9.3

ごみ・環境 39 9.1

まちづくり 22 5.1

被災者支援 17 3.9

住宅・公園 17 3.9

教育 13 3.0

税金・財政 12 2.8

上下水道 11 2.6

都市計画・開発 10 2.3

住所・戸籍 ７ 1.6

消防 ５ 1.2

経済・観光 ４ 0.9

農林水産 ３ 0.7

総務・契約 ２ 0.5

病院 ２ 0.5

交通 １ 0.2

その他 103 23.9
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　　⑵　第19回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
　　　　平成29年11月に東京で開催された全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡

会に、原村憲司代表オンブズマンが参加し、国や他自治体の行政苦情救済機関
との意見・情報交換を行いました。今年度は、幹事自治体として連絡会の準備
や当日の議事進行やとりまとめを行いました。

　　⑶　広報
　　　①　市政だよりでの広報
　　　　　平成29年度７月号、12月号、３月

号に制度案内記事を、平成29年度12
月号から３月号まで巡回オンブズマ
ン開催記事を毎月掲載しました。

　　　　　12月号は、新オンブズマン就任に
関する特集記事としました。

　　　②　ラジオでの広報　
　　　　　市政広報番組で制度についての広

報を今年度３回行いました。
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　　　③　ポスター、パンフレットの設置
　　　　　オンブズマン事務局をはじめ、各区役所、まちづくりセンター等の市の施

設に制度利用案内のポスターや、苦情申立書を挟み込んだパンフレットを設
置しています。

　　⑷　オンブズマン制度のホームページ運用
　　　　熊本市ホームページ上にオンブズマン制度のホームページを開設し、制度に

ついての情報発信や、インターネットを利用した苦情申立てができるようにし
ています。

【制度案内パンフレット】

【苦情申立書】

【掲示用ポスター】



Ⅲ　苦情申立ての事例

１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

２　市の業務に不備がなかった事例

３　調査を中止した事例

（平成28年度からの継続分）
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Ⅲ　苦情申立ての事例
　　　（平成28年度からの継続分）

　　　平成28年度に苦情申立てを受け付け、平成29年度に調査を継続したものが　11
件あり、平成29年度には調査がすべて終了しています（11頁参照）。ここでは実
際に苦情申立てがあった事例の一部を紹介します。

　　　なお、オンブズマンが苦情申立人や、市に対して通知した文書は長文のものも
あるため、要約したものを掲載しています。

　　　「市の改善等の状況」欄には、フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改
善等の状況の追跡調査）に対する市の回答を掲載しています。

　　　要約した事例については、オンブズマンが調査結果を通知したもの10件のうち、
その内容が苦情申立ての趣旨に一部沿ったもの（市の業務に一部何らかの不備が
あったもの）２件、市の業務に不備がなかったものは８件（うち、６件について
は、紙面の都合上件名のみを掲載しています。）でした。

　　　調査を中止したもの１件については、内容と申立ての趣旨を掲載しています。
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～掲載事例一覧～

１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

内　　　　容 頁

⑴　国民健康保険料の減免申請 21

⑵　市長への手紙の回答 26

２　市の業務に不備がなかった事例

内　　　　容 頁

⑴　生活再建支援金の支給 28

⑵　農地基盤整備事業等に伴う土地問題 32

⑶　市有地の売却と近隣住民への説明（市民Ａ） ―

⑷　市有地の売却と近隣住民への説明（市民Ｂ） ―

⑸　家族の施設入所とその後の対応 ―

⑹　措置入院の説明 ―

⑺　橋梁架替え工事に伴う損失補償 ―

⑻　電停の電灯の光 ―

３　調査を中止した事例

内　　　　容 頁

⑴　用水路の蓋
ふた

の振動 35

※ 報告書のページ数の都合により「２　市の業務に不備がなかった事例」については、
一部を掲載しております。
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１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例
　⑴　国民健康保険料の減免申請（要約）

　私は、平成28年３月末に退職して以来、失業中である。同年４月、国民健康
保険の加入手続きの際に、担当課からは、国民健康保険料（以下「保険料」とい
う。）は年額約２万３千円と伝えられたのに、納付書では年額26万円超となって
いた。金額にあまりに開きがあるので担当課に問い合わせ、何度か保険料の減免
について相談したが、分割払いにすることしか認めてもらえなかった。
　その後、転居先の自治体では保険料の減免が認められたため、再度、市に減免
できないか相談したところ、減免が認められた。しかし、未納分の保険料に対す
る減免しか認めてもらえなかった。納付分について減免を認められないことに納
得できないので、還付してほしい。また、私が担当課に相談した当初から不誠実
な対応だったことについても納得できない。

　保険料の算定は、原則、前年度所得における税情報を基礎として行われます。一般
的には、市県民税の賦課期日（１月１日）時点で市民である方については窓口にて税
情報を確認の上で保険料の説明を行うことになります。ただし、税情報は５月末日頃
に前年度の所得情報が税部門から担当課に情報提供されることになるため、窓口に来
ていただいた時点では税情報を確認できない場合もあります。その際には、簡易申告
書を提出していただくことになります。簡易申告書には年収等の所得情報を記載して
いただきますが、あくまでも保険料の算定は税情報によって決定されるため、簡易申
告書の所得情報と税情報が異なる場合には、税情報を基礎として保険料が算定されま
す。離職を理由とした保険料の減額の制度としては、国が定めた特例対象被保険者等
に係る特例に基づく軽減措置（以下「軽減措置」という。）と、市が独自に定めた、
熊本市国民健康保険条例に基づく減免措置（以下「減免措置」という。）があります。
　軽減措置は、雇用保険受給資格者証に記載された特定の離職理由コードに該当して
いれば認められます。減免措置は、「企業の人員整理による失業その他の事由により
本人の意に反して退職した場合（本人に非がある場合の退職又は定年退職を除く。）」
に当たる方が対象者となり、軽減措置が認められない方も対象となり得ます。
　納付によって消滅した納税義務を減免により消滅させることはできないため、保険
料の減免の対象となるのは未納分であり、納付分については減免の対象外となってお
ります。
　本件では、平成28年４月、申立人が来課された際に申立人の税情報を確認できなかっ
たため、簡易申告書に記載をしていただきました。申立人が来課された際に窓口の職

苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨

市からの回答
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員と口頭でどのようなやり取りをしたのかについて記録が残っていませんが、通常は
窓口で申請者とやり取りをする際には年収を記載していただくよう説明しており、今
回も同様の説明をしたものと思われます。申立人が記載した「給与収入」欄には「19
万円」と記載されていたため、年間保険料が約２万３千円であるという説明をしまし
た。同年６月、同年５月末の税情報により申立人の総所得額が約160万円であること
を確認できたため、それを基礎として算出した年間保険料約26万円の決定通知書を送
付しましたが、申立人が納付困難ということだったので、電話で話して分割払いで納
付していただくことになりました。
　同年８月、申立人より担当課宛に「私の場合も軽減の対象になるのではないでしょ
うか。」という旨の手紙が届きました。手紙を確認後、担当課から電話し、雇用保険
受給資格者証の提出をお願いいたしました。
　同年９月、申立人より雇用保険受給資格者証が送られてきましたが、軽減措置の適
用のない離職理由コードだったため、軽減措置の適用がないこと及び減免措置の申請
のために窓口に来ていただく必要があることの説明をしました。申立人は、減免措置
について「検討する。」と返答されました。
　平成29年１月、申立人より減免措置について問合せがあり、担当課から申請書を申
立人に送付し、その後申立人からの申請書を受領しました。
　同年２月、申立人の退職に至る経緯を検討し、「その他の事由により本人の意に反
して退職した場合」に該当したため、減免措置の適用を決定しました。
　保険料の還付については、納付した保険料が「過誤納金」に当たるときは、市は還
付をする義務があります。申立人は、納付済みの部分に減免措置を適用した上で、納
付した額と減免措置が適用された額との差額部分について還付を主張されているかと
思いますが、前述のとおり、納付済みの部分に減免措置を適用することは制度上及び
理論上できず、申立人が納付した保険料は過誤納金に当たらないことから、還付する
理由とはなりません。
　申立人とのやり取りの中で、具体的にどのような発言をしたのかは客観的な資料が
ないため不明ですが、申立人に係る保険料の算定・徴収等につき、手続きや説明の内
容に誤りはなかったものと考えております。もっとも、申立人と対応する過程で申立
人がご不快に思われていることは事実ですので、職員の対応に不誠実と感じられる点
について、お詫び申し上げます。
　今後は、より丁寧な対応を行うよう努めてまいります。

　平成28年９月時点で軽減措置の対象とならないと判断し、その旨を申立人に伝えた
こと、平成29年１月に受け取った申請書に基づき、同年２月に減免措置を適用する旨
の決定をしたこと、その際、未納額についてのみ減免の対象としたこと、本件で過誤
納金に当たる事情がなく、還付請求を認めなかったことなどの市の行為については、

オンブズマンの判断
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不備があったと認めることはできません。
　もっとも、同年２月にされた減免措置適用の決定の根拠となった申立人の収入の減
少という事実は、平成28年６月の電話における会話（以下「本件通話」という。）時
点で既に存在していたといえます。それにもかかわらず、本件通話の時点では、分割
納付の話となり、市が定める減免措置の制度は話題になっていなかったようです。
　オンブズマンとしては、本件通話の時点で市が申立人のニーズを的確に把握できて
いれば、もっと早い時期に申立人に対して減免措置の案内ができ、申立人はより大き
な金額について減免を受けられたのではないかとの思いを禁じ得ません。
　申立人は「保険料の減免」という言葉を使っていますが、保険料の減額制度としては、
軽減措置及び減免措置という全く別の制度がそれぞれあります。一般的な市民の理解
からは、保険料を安くするという意味では両者は似ている制度で、両者の区別は難し
く、申立人も同様かと思われます。そうすると、「保険料を減免してほしい。」という
要望があった場合、その要望の趣旨は、「軽減措置又は減免措置のどちらでも良いの
で、保険料を減額してほしい。」という内容であったとみることができ、申立人のニー
ズも同じだったと考えられます。申立人のニーズは、結果的には減免措置が適用され
たことで実現されていますが、本件通話では、最終的に分割納付の話となり、その日
に分割納付書が作成されて発送されているのですから、軽減措置についてはともかく、
減免措置については話題になっていなかったものと考えられます。しかし、以下に述
べる点を考えると、本件通話から申立人のニーズを把握することは可能であったと考
えます。
　第一に、平成28年８月に申立人から担当課へ届いた手紙には「６月に電話等でもう
かがいましたが、やはり、私の場合も国保料の軽減に該当するのではないかと思い、
再度申し上げた次第です。」との記載があります。この文言からすると、本件通話に
おいて、「申立人が軽減措置を受けられないか。」との内容が話題になっていたと考え
られます。第二に、市に確認したところ、本件通話において、申立人から「保険料が
高い。」という趣旨の発言があり、電話で分割納付の案内をし、電話が終わった後に
分割納付書を作成して申立人に送付しているとのことですから、本件通話の中で、申
立人から「平成28年度保険料通知書に記載された保険料を同通知書に記載されたとお
りの方法で支払うことが困難である。」との趣旨の発言があったものと考えられます。
これらの点を踏まえると、本件通話において、申立人は、「職を失ったこと」、「保険
料を前記通知書に記載されたとおりの方法で支払うことが困難であること」、「保険料
を減額してほしいこと」などの発言をしていた蓋然性が極めて高く、仮に、明示的に
そのような発言をしていなかったとしても、申立人の発言からこのような情報を聞き
取ることは十分に可能であったと考えます。
　本件通話の中で分割納付を提案したという担当課の対応は、申立人の支払いの負担
を軽くするという意味で明確に誤っているとまではいえませんが、本件では、本件通
話の時点でも、申立人から退職に至った事情を聞き取れていれば、減免措置の制度を
案内することは十分に可能であったと考えられます。その意味で、分割納付の提案に
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とどまったことについては、申立人のニーズを十分にくみ取った適切な対応であった、
とは言い難いものがあります。
　ところで、同年６月に申立人が担当課に電話をしたそもそもの理由は、申立人が同
年４月に説明を受けた保険料の金額と、納付通知書に記載された保険料の金額に大き
な差があったからであり、この時点で担当課に対して不信感を抱いていたと思われま
す。そして、この担当課への不信感から、申立人と担当課が冷静に通話することが困
難な状況が生じ、このような状況が担当課が本件通話において申立人のニーズを的確
にくみ取ることができなかった遠因になっていたのではないかとも考えられます。
　金額に大きな差が生じた原因を考えると、申立人が国民健康保険加入に際して提出
した簡易申告書の給与収入欄に、「19万円」と記入したことにあると認められます。
保険料は、前年度の所得総額、すなわち「年収」を基礎として算定されますが、申立
人は簡易申告書に「月収」を記載しています。なぜ申立人が「月収」を記入してしまっ
たのかにつき、それが窓口の職員の誤った説明によるものが原因であるかは、具体的
なやり取りの客観的な資料がないため確定することはできませんが、少なくとも簡易
申告書の様式にも原因があると考えます。
　簡易申告書の様式は、申立人が記入した給与収入欄には「手取り額でなく総支給額
を記入（パート、アルバイト等も含む。）」という記載があり、その下の枠に「円」と
あり、金額を記入するようになっています。そこに記入する金額が「年収」を指すの
か、「月収」を指すのか明記されていません。また、簡易申告書全体の中にも、「平成
27年中（平成27年１月１日～平成27年12月31日）に収入がありましたか。（□にチェッ
クをいれてください。）」とはありますが、「年収」を記入する旨の説明はありません。
　この簡易申告書の様式は、保険料算定の仕組みを知っている方からすれば収入状況
の欄に「年収」を記入することは自明のことかもしれませんが、知らない方からすれ
ば「年収」と「月収」のどちらを記入すればよいか明確ではありません。特に、給与
収入の場合、自分の収入を月給額で把握している方が少なくないと考えられるため、
説明がなければ収入欄に「月収」を記入する方がいても不思議ではありません。
　この点につき、「市からの回答」によれば、「通常は窓口で申請者とやり取りをする
際には年収を記載していただくよう説明している」とのことで、それ自体は簡易申告
書で明確でないことを補充している意味で適切な対応ではあります。しかし、口頭で
の補充的な説明を聞くよりも、書面自体に「年収」を記入する旨を明記しておく方が、
視覚化される点で申請者にはより分かりやすく、丁寧な表記であると考えます。
　今後、本件と同じような問題が発生することを防ぐためにも、簡易申告書の記載自
体で収入状況の欄には「年収」を記載することが明確に分かるように様式を改めるこ
とを検討してもらいたいと希望します。
　以上のとおり、オンブズマンとしては、本件通話の時点で、申立人のニーズを的確
に聞き取ることができていれば、この時点で申立人に減免措置の案内をすることもで
きたのではないかと考えます。
　本件通話の時点で申立人のニーズを的確に聞き取ることができなかった原因の一つ
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　「平成30年度国保制度改革」及び平成30年８月に本格化する「番号利用による情報
連携」など、制度上、必要となる電算システムの改修にあわせ、簡易申告書の様式を
改める際、収入状況の欄に「年収」を記載することが明確に分かるよう見直しを行う
ことを予定しております。
　様式が変更されるまでの間は、記載事項に関して市民の方に分かりやすく丁寧な説
明に努めるよう徹底します。

として、簡易申告書の記載から生じた誤解があったとは思いますが、申立人に対する
担当課の対応は、国民健康保険制度に熟知している担当課の認識が前提となっており、
申立人への配慮が足りなかった印象を受けます。その意味で、申立人が担当課の対応
を不誠実であると思われたことも無理からぬものであると考えます。
　担当課の対応は、国民健康保険制度に係る法令や要綱等に違反したものではなく、
その意味で間違ってはいませんが、行政サービスのあり方としては改善すべき部分が
あったものと考えます。国民健康保険制度は、一般的な市民からすれば制度設計が複
雑な部分もあり、制度を理解している側からは当たり前であると思われていることも、
市民からすれば判断に難しい点もあります。
　今後は、さらに市民の立場に寄り添い、丁寧な対応に努めることを希望します。

市の改善等の状況
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　⑵　市長への手紙の回答（要約）

　平成29年１月にメールで「市長への手紙」を提出したところ、A課から、「過
去に同趣旨の意見を受け、市長確認のうえ回答しているため、文書による回答を
控えさせていただく。」旨のメールが届いた。
　しかし、私が過去にメールをした際には、「違法な屋外広告物等が多いので、しっ
かり行政指導してほしい」旨求めただけであり、今回の「違法広告等について通
報した際には通報者に事後連絡をしてほしい」旨の意見とは違う趣旨であった。
　市は、私からのメールについて、「市長への手紙」の一般的な取扱いに従って
市長に見せ、担当課の見解をとりまとめ、市長名で回答するなど適切に対応して
ほしい。

　「市長への手紙」はA課で受け付け、要綱に基づき、原則として市長に供覧した上
で、市長名での回答を行いますが、同一申出人から同趣旨の「市長への手紙」が寄せ
られ、これに対しすでに回答を行っているものなどの場合には重ねての回答はいたし
ません。もっとも、回答をしないものとした案件についても、A課から担当部署へ情
報提供し、業務の改善や問題の解決につながるよう努めるとともに、市長へ供覧する
こととしております。
　本件においては、後述のとおり平成28年度にも「市長への手紙」（以下「手紙①」
という。）をいただいていましたが、平成29年１月に申立人から「違法屋外広告物類
等を発見した際は通報してきましたが、通報者への報告が一切なく、通報を受けても
調査、行政指導を実施していない事案もあるのではと思われます。行政からの結果報
告が無い為に大変困惑します。」「市民通報への調査、行政指導の結果報告の徹底は即
改善を切望します。」旨記載された、違法屋外広告物類等に関する市の対応について
の「市長への手紙」（以下「手紙②」という。）をいただきました。
　しかし、申立人からは平成28年にも手紙①をいただき、既に市長名での回答を行っ
ておりましたので、手紙①の内容を確認したところ、「違法広告看板がおびただしかっ
た為、通報、根絶活動を継続し一定の成果は見られていますが再発のおそれありです。
パトロールの励行を依頼して来ましたが、『…違法広告看板類取締りはＢ課や警察の
仕事である。』との回答で違法事案を放置している状態かと思われます。」「警察等関
係機関への違法事案の通報を依頼していますが、どうするのか返事すらありません。」
旨記載されており、違法屋外広告物類等に関する市の対応についてのご意見・ご要望
となっていました。
　Ａ課においては、上記のとおり手紙①にも「どうするのか返事すらありません。」

苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨

市からの回答
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という記載があったこと、通報を受けた違法屋外広告物類等に関する指導等の対応と
通報者への報告は一連の同一業務と考えたことなどから、手紙②は手紙①と同趣旨で
あると判断し、手紙②に対しては市長名での回答はしないこととしました。もっとも、
手紙②についても、一般的な取扱いに従い、業務の改善や問題の解決につなげるため、
改めて担当部署へ情報提供し、市長へ供覧しております。
　上記のとおり、A課においては、手紙②が手紙①と同趣旨であり、既に回答済みで
あると判断したことから、市長名での回答を行わなかったものですが、今回、改めて
検討した結果、「通報した際には通報者に対して事後連絡をしてほしい」旨の記述に
ついて、前回回答しておりませんでしたので、改めて回答させていただきます。

　申立人は、「苦情申立ての趣旨」において、手紙①は、「違法な屋外広告物や道路占
用物件が多いので、しっかり行政指導してほしい」旨求めただけであり、「通報した
際には通報者に事後連絡をしてほしい」旨の手紙②とは違う趣旨の内容であるから、
手紙②についても、市長名で回答をしてほしい旨主張するものです。
　そこで、手紙①と手紙②の内容を比較検討しますと、「同趣旨」の定義の広狭によ
りますが、いずれの解釈も可能であるように思います。
　申立人が主張するように、手紙①においては、違法駐車対策や違法広告看板類・屋
外広告物の公道上の不法占用物対策などについて、「C土木センターへの厳重なご指
導と、今後如何にされるかのご回答方お願いします。」とあって行政指導が中心課題
になっています。これに対して、手紙②は、通報者に対する事後報告が中心課題で、
重点の置き方が異なっています。
　一方、手紙①には、パトロールの励行や警察、B課への違法事案の通報を再三依頼
しているが、「どうするのか返事すらありません。」という記載があり、それをも含め
て「今後如何にされるのかご回答方お願いします。」という内容であると解釈するこ
とも可能で、市長は手紙①に対して「C土木センターにご連絡いただいた際には、そ
の意見内容を確認した上で、担当部署に対応依頼の連絡を行っており、依頼後はその
旨を申立人にもお伝えしているところでございます。」旨回答しています。
　しかしながら、申立人は、手紙②においては、C土木センターの対応に加えて、B
課の対応も問題にしています。その内容は手紙①と同趣旨ですが、少なくとも追加さ
れたB課の対応に関しては、「回答漏れ」と考える余地があるように思います。
　市においては再検討した結果、「『通報した際には通報者に対して事後報告をしてほ
しい』旨の記述について、前回回答しておりませんでしたので、改めて回答させてい
ただきます。」ということですので、本件は申立人の希望にそう解決がなされるもの
と考えます。

オンブズマンの判断
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２　市の業務に不備がなかった事例
　⑴　生活再建支援金の支給（要約）

　熊本地震で自宅が損壊し、平成28年６月に半壊認定でり災証明書の交付を受
けた。認定は半壊だったが、今後住み続けることはできないと判断したため、自
宅は解体して敷地を売却することにした。しかし、買主が自宅はそのままにして
おいて良いというので、自宅ごと敷地を売却することにして、同月に売買契約を
締結した。なお、自宅は損壊して使えない状態であり、もともと解体するつもり
であったため、自宅に値段はつけていない。
　ところが、平成29年２月、半壊の住居を解体した場合には100万円の生活再
建支援金（以下「支援金」という。）が交付されることを知った。私は、り災証
明書の交付を受けた際、義援金や見舞金については説明を受けたが、支援金につ
いては一切説明を受けなかった。り災証明書と一緒に支援制度等の書類も受け取
りはしたが、重要な書面であるという説明がなかったので読まなかった。
　支援金のことを知っていれば、当然、土地を売却する前に自宅を解体し、支援
金の支給を受けていたはずである。市は、支援金のような制度があるのなら、少
なくともり災証明書交付の際に説明すべきだったのではないか。
　市が、支援金についてきちんと周知していないことに納得できない。私が支援
金の支給を受ける機会を逸した責任は市にあるから、市は、責任をとって支援金
相当額を支給してほしい。

　支援金は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の早期再建
を図るため、被災者生活再建支援法（以下「法」という。）に基づいて給付されるも
のです。り災証明書におけるり災区分が「半壊」の場合には、当該住宅をやむを得な
い事由によって解体したことが支援金支給の要件となります。
　なお、支援金についての説明や申請受付は市において行っておりますが、審査及び
支給は、県から委託を受けた被災者生活再建支援法人が行うため、支援金の支給に関
して市に裁量の余地はありません。
　市においては、平成28年５月17日に総合相談窓口を開設し、災害見舞金や災害義援
金などと併せて支援金についても説明を行っております。その具体的な内容は以下の
とおりです。
　被災者が利用可能な支援制度はそのり災区分ごとに異なるため、市では、り災区分
ごとに対象となり得る支援制度をまとめた案内書を作成し総合相談窓口で配布してい
ます。たとえば、「半壊」の被害を受けた方の場合、災害見舞金、災害障害見舞金、

苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨

市からの回答
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支援金、災害援護資金の貸付け、災害義援金、被災住宅の応急修理及び被災した家屋
の解体・撤去といった制度の対象となり得ることから、それらの制度についての説明
を一つの案内書にまとめています。また、「半壊」の案内書は黄色い表紙、「全壊」の
案内書は赤い表紙というようにり災区分ごとに色分けを行い、案内に間違いがないよ
うに配慮しているところです。
　実際に説明を行うに当たっては、申請者のり災区分を確認した上で、り災区分に応
じた案内書を本人に渡し、案内書を確認していただきながら、記載された順番に従っ
て説明を行います。たとえば、「半壊」の案内書には先に述べた順番で支援制度が記
載されているので、災害見舞金、災害障害見舞金、支援金という順番で説明を行います。
　り災区分が「半壊」とされた申請者に対して支援金について説明するに当たっては、
まず、住宅を解体する予定があるか否かを確認します。その上で、解体の予定がない
という場合には、「やむを得ない事由により解体をした世帯」に該当しないので対象
外となる旨説明します。他方、解体の予定があるという場合には、解体後に閉鎖事項
証明書又は解体撤去の確認通知等を持って窓口に来ていただくように案内することに
なります。
　なお、説明の際に交付する案内書は、説明後にお持ち帰りいただいており、いつで
も、案内書をご覧いただくことで利用可能な支援制度を確認することができます。
　申立人は、「り災証明書の交付を受けた際、支援金については一切説明を受けなかっ
た」、「私が支援金の支給を受ける機会を逸した責任は市にある」旨主張されています
が、先に述べたとおり、市が設置した総合相談窓口においては、り災区分が半壊とさ
れた方に対しても支援金について説明を行うこととしておりました。加えて、総合相
談窓口においては、先に述べたとおりり災区分に応じた案内書を渡し、案内書に記載
された順番に従って説明を行うため、申立人に対してのみ説明漏れが生じたというこ
とも考えられません。特に、案内書にそって説明する過程では、り災区分が半壊の場
合に対象となる被災家屋の公費解体制度についても説明することになっており、半壊
の場合には解体後に支援金の申請が可能となることから、公費解体制度についての説
明の段階でも重ねて支援金の制度について言及することにしております。
　したがって、市としては、申立人がり災証明書の交付を受けられ、義援金等の説明
を受けられた際、支援金についても適切に説明を行ったものと考えております。
　なお、り災区分が「半壊」の場合には、「やむを得ない事由により解体をした」こ
とが支援金の支給要件となるものであり、ご自宅を解体されなかった申立人が支援金
の支給対象とならないことについては、先に述べたとおり審査・支給を委託されてい
る被災者生活再建支援法人に確認済みであり、その判断を市が変更することはできま
せんので、ご理解いただきたいと存じます。



― 30 ―― 30 ―

市の業務に不備がなかった事例市の業務に不備がなかった事例

　法第３条第１項は「被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基
づき、被災者生活再建支援金の支給を行うものとする。」と規定しており、支援金は、
被災世帯の世帯主が申請をし、支給する旨の決定があって初めて支給されるものです。
　支援金の対象となる被災世帯とは、法第２条第２号によると、①自然災害により居
住する住宅が全壊した世帯、②自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその
居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要が
あること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他
これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至っ
た世帯」と定義されています。
　以上のとおり、半壊認定の住宅で支援金が支給されるのは、「当該住宅に居住する
ために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事
由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯」です。実際に解体され
ることが必要であり、その予定があったとしても、解体し、又は解体されなかった場
合には対象となりません。解体されない以上、半壊を全壊と同様に取り扱うことはで
きないからです。申請に際しては、解体したことを証明する資料として当該住宅の「滅
失登記簿謄本」（閉鎖事項証明書）等の提出が必要になります。
　申立人は、熊本地震で自宅が損壊し、半壊のり災証明書を得たが、自宅ごと敷地を
売却したということです。申立人は、住宅を解体していませんので、支援金の給付対
象者とは認められません。市が申立人の支援金申請に応じないことは止やむを得ない
ところであり、不備はありません。
　申立人は、「土地を売却した際、支援金のことを知っていれば、売却前に自宅を解
体し、支援金の支給を受けていたはずである。」旨主張します。しかしながら、実際
には解体していませんので、法律で定める支援金の支給を受ける要件がありません。
要件がないのに支援金を支給することは違法であり、市職員は法律違反の行為をする
ことはできません。なお、オンブズマンの調査によれば、申立人から当該住宅を購入
した買主は、その後、住宅を解体せず、損壊箇所を修理して、現在も使用しているこ
とが認められますので、当該住居が、解体を余儀なくする「やむを得ない事情」があっ
たかどうか疑問の余地があります。
　申立人は、「り災証明書の交付を受けた際、義援金や見舞金については説明を受け
たが、支援金については一切説明を受けなかった。」旨主張します。これに対し、市は、
「災害見舞金や災害義援金などと併せて支援金についても説明を行っています。」旨主
張します。
　熊本地震による被災者に対する市の総合相談窓口における説明内容については「市
からの回答」に詳しく記載されています。申立人は平成28年６月に自宅について「半
壊」の認定でり災証明書の交付を受け、災害見舞金及び災害義援金を申請しました。
　市が、半壊認定の被災者に説明を行うに当たっては、黄色表紙の「半壊の場合」と

オンブズマンの判断
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題する案内書を渡し、記載されている順に、①災害見舞金、②災害障害見舞金、③支
援金などについて説明し、説明後は案内書を持ち帰ってもらっているということです。
市は、誰に対しても同じ説明を行っており、申立人に対してだけ支援金についての説
明を省略したということは考えられませんから、同じように説明が行われたと推認す
るのが相当であると考えます。
　また、市の総合相談窓口においては、半壊の場合は、案内書の順番に従って、「被
災した家屋等の解体・撤去」についても説明するということであり、被災者が解体予
定であれば、解体後の支援金申請が可能になることから、この説明の段階でも支援金
制度に言及しているということです。そうすると、解体の予定がある被災者に対して
は、少なくとも２回は支援金について言及がなされていることになります。
　市は、説明後に、被災者に対して支援金制度について記載した案内書を渡していま
す。それを読めば、支援金制度の概要、対象となる要件、支給額、申請に必要な書類、
問合せ先などがわかるようになっています。申立人は「支援制度等の書類も受け取り
はした」旨述べており、案内書を受け取ったものと推認されますが、「読まなかった」
ということのようです。案内書は、容易に読むことができるものであり、申立人が読
まなかったとしても、それは市の責任とは言えないものと考えます。
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　⑵　農地基盤整備事業等に伴う土地問題（要約）

　市と合併する前のＡ町で昭和47年頃に開始された国の農地の基盤整備事業（以
下「本件整備事業」という。）に伴うＢ地区の工事の際、県やＡ町役場の担当者
から依頼され、Ｂ地区にある私が換地を受けた土地（以下「本件土地」という。）
の一画（以下「ａ部分」という。）を作業用道路として無償で貸与した。「工事が
終了したら、すぐに余剰土を撤去して元のとおりにして返す。」との約束だったが、
その後、Ｃ川の河川改修事業（以下「本件改修事業」という。）時も継続してａ
部分を占拠されてしまった。
　平成６年頃にＢ地区の工事などが終わったのに、ａ部分は盛り土のままで返し
てもらえなかったので、Ａ町へ毎年要望書を提出してａ部分の返還を求めてきた
が、約束を守ってもらえなかった。
　Ａ町が市と合併してからは市に伝えたが、調査に来たＤ室の室長から「土地の
帳簿の面積とあなたの使用部分の面積は一致しています。使用部分が換地した土
地です。」と言われた。平成28年12月にもＤ室の室長が来たが、同様の説明を
するばかりだった。
　市の説明や対応は不十分なもので納得できない。事業のためにａ部分を20年
以上も無償で貸したのに、所有者の権利や善意を踏みにじるような行為に強く憤
りを感じる。

　平成24年度に当時のＢ区長名で、本件土地に関して地元関係者と話し合って善処す
ることの要望書がＤ室に提出されましたが、本件整備事業及び本件改修事業は、県営
事業として実施されたもので、当時のＡ町役場の職員は地元耕作者及び土地所有者等
との調整役（説明会の会場設定等）に過ぎなかったため、換地処分について所管して
いるＥ土地改良区を案内しました。
　平成26年12月下旬、申立人がＤ室に来室された際も、換地処分はＥ土地改良区が所
管していることを説明し、Ｅ土地改良区へ連絡したところ、平成27年１月中旬、Ｅ土
地改良区職員が申立人に現地で「貸与の約束等について残された書類はなく、希望さ
れるような対応はできない。」旨の説明を行い、市もその場に立ち会いました。
　その後、同月下旬、同年12月中旬、平成28年１月上旬、同年２月上旬に申立人がＤ
室に来室されており、換地処分の面積不足に関してはＥ土地改良区の所管になること
を伝えた上で、本件土地の登記簿上の地積と「各筆換地等明細書」記載の換地面積は
合致していること、法務局備付けの図面（以下「図面」という。）と航空写真で確認
した現地の土地の形状等が一致していることなどの説明を行いました。それでもご納

苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨

市からの回答
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得を得られず、Ｅ土地改良区に連絡したところ、再度、Ｅ土地改良区が本件土地の現
地面積の確認を行うこととなりました。同月下旬、市や申立人等の立会いの下、本件
土地の辺の長さを測り、図面とほぼ合致していることを申立人に確認していただいた
上で、Ｅ土地改良区理事長名の書面で申立人へ立会い内容の報告を行いました。
　同年７月中旬、申立人から、「２月に実施した測量には誤りがある。」との申出があっ
たため、その旨をＥ土地改良区に伝えたところ、再度の辺長確認を稲刈り後に実施す
ることになり、同年11月中旬、町内自治会長や元換地委員も立ち会った上で、前回と
同様に、申立人と本件土地の辺の長さを確認する作業を実施し、立会人にも図面と合
致していることを確認していただきました。
　同月下旬、申立人から、「11月の測量は間違っている。」旨のお電話があったので、
上記の内容を繰返し説明いたしました。
　申立人のご主張は、本件整備事業及び本件改修事業において余剰土置き場として使
用された土地について、申立人に返還することを求めるものだと考えますが、市がこ
れに応じることはできません。そもそも、ａ部分は河川の堤防道路の一部であり、県
が財産管理等を行っている土地です。この堤防道路等については、市が県から占用許
可を受けて市道認定を行い、市で管理を行っていますが、処分権限を有しているのは
県であり、市が土地の返還についての意思決定をなしうるものではありません。また、
前述のとおり、本件整備事業及び本件改修事業は県営事業として行われたもので、当
時のＡ町は調整役として携わったに過ぎず、Ａ町役場の職員は、「工事が終了したら、
すぐに余剰土を撤去して元のとおりにして返す。」との約束を行う立場にはありませ
んでした。この点につきましては、何卒ご理解をいただきたいと思います。市としま
しては、ａ部分を市道として管理している立場にあることなどから、できる限り、Ｅ
土地改良区へのつなぎや申立人への説明などを行ってきたものです。
　なお、本件整備事業の関連資料を保有するＥ土地改良区において、本件土地の形状、
面積に関する資料として、法務局の登記簿及び図面のほか、本件整備事業に係る換地
処分に伴い作成された「各筆換地等明細書」が存在することは分かっておりますが、
申立人が主張される貸与に関する記録などの資料は確認できませんでした。
　前述のとおり、申立人等の立会いの下、現地で本件土地の形状や面積について検証
を行い、図面の辺長と現地の辺長はほぼ一致しており、登記簿上の地積と現地の面積
が一致していることを確認しております。また、「各筆換地等明細書」によると、申
立人がＢ地区に換地処分を受けられた面積と本件土地の面積（登記簿上の地積）とが
一致していることも確認しております。これらを踏まえ、市では、換地処分の際に作
成された図面等と現地の状況に相違はないと考え、その旨説明を行ってきました。
　市としましては、申立人の主張される土地の返還について意思決定をなしうるもの
ではありませんが、市が把握できる範囲内で本件土地等についての説明や現地立会い
等の対応を行ってきたものであり、何卒ご理解をいただきたいと思います。
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　「市からの回答」によると、「ａ部分は、河川の堤防道路の一部であり、県が財産管
理等を行っている土地です。…処分権限を有しているのは県であり、当該土地の返還
については、市がその意思決定をなしうるものではありません。」ということです。
また、本件整備事業の換地処分についても、Ｅ土地改良区の所管で市の所管ではない
ということです。
　他組織が所管することまで市が決定することはできませんから、そうすると、「土
地を返還してほしい。」旨のご相談に対して市ができることは、申立人が問題とされ
ている換地処分について現在所管しているＥ土地改良区につなぎをつけること、市が
知っている又は知り得た情報を申立人に伝えることぐらいしかないと考えます。
　この点、市は、本件整備事業や本件改修事業は、「県営事業として実施されたもの」
であり、Ａ町の係わり方としても、役場の職員が、地元耕作者及び土地所有者等との
調整役（説明会の会場設定等）をしていたに過ぎないとしながらも、できる限り、Ｅ
土地改良区へのつなぎや申立人への説明などを行ってきたということです。また、本
件整備事業の関連資料についてもE土地改良区へ問い合わせたということです。
　市は、現地で本件土地の形状や面積について検証が行われた際に立ち会っており、
本件土地の形状、面積に関する資料として存在している、①法務局に備え付けられた
登記簿及び図面及び②本件整備事業に係る換地処分に伴い作成された「各筆換地等明
細書」と、現地の状況に相違がないかを確認しています。具体的には、「各筆換地等
明細書」記載の申立人がＢ地区に換地を受けられた土地の面積と本件土地の登記簿上
の面積が一致していること、法務局に備え付けられた図面の辺長（図面上の長さを縮
尺で割り戻して得られた数値）と現地の辺長がほぼ一致していることを確認し、本件
整備事業の換地処分の際に作成された図面等と現地の状況に相違はないと考え、申立
人へその旨の説明を行ってきたということです。
　オンブズマンとしても、上記の各資料を確認しましたが、市が、これらの資料に基
づき申立人が換地を受けられた土地と申立人が現在使用されている土地が一致してい
ると判断したことについて、合理的な判断であると考えます。
　市は、申立人の「土地を返還してほしい。」旨の相談を受けてから、Ｅ土地改良区
につないだ上で、市としても、合併前のＡ町が本件整備事業や本件改修事業に係わり
があったことから、市が把握できる資料や現地で行われた検証を基に、換地処分や本
件工事の当時の状況や実際の現地の状況をできる限り明らかにして、申立人に対して
説明を行ってきたことがうかがえます。申立人が、本件工事の際の約束が果たされて
いないと考えられている以上、申立人の考えと異なる市の説明に納得されないお気持
ちはやむを得ないものですが、市の対応や説明に不備があったとはいえません。
　オンブズマンとしても、申立人の長年のお悩みが解決することを願いますが、申立
人のご相談に関して、市が対応できることは限られていることをご理解ください。

オンブズマンの判断
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３　調査を中止した事例
　平成28年度に受け付けた苦情で、調査を中止したものは次のとおりです。

　・調査開始後に調査の必要がなくなったもの（オンブズマン条例第17条第１項）
　　　調査開始後に申立人自らが、申立てを取り下げられたものです。

内容・苦情申立ての趣旨

⑴　用水路の蓋
ふた

の振動
　　自宅近くの用水路の蓋が車が通るたび動き、振動や音がするので、動かな
いような抜本的解決をしてほしい。



Ⅳ　苦情申立ての事例

１　苦情申立ての趣旨に沿った事例

２　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

３　市の業務に不備がなかった事例

４　調査対象とならなかった事例

５　調査を中止した事例

（平成29年度受付分）
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Ⅳ　苦情申立ての事例
　　　（平成29年度受付分）

　　　平成29年度に苦情申立てを受け付けた58件のうち、平成30年３月までに45件の
処理が終了しています（11頁参照）。ここでは実際に苦情申立てがあった事例の
一部を紹介します。

　　　なお、オンブズマンが苦情申立人や、市に対して通知した文書は長文のものも
あるため、要約したものを掲載しています。

　　　「市の改善等の状況」欄には、フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改
善等の状況の追跡調査）に対する市の回答を掲載しています。

　　　要約した事例については、オンブズマンが調査結果を通知したもの32件のうち、
その内容が苦情申立ての趣旨に沿ったもの（市の業務に何らかの不備があったも
の）３件、苦情申立ての趣旨に一部沿ったもの（市の業務に一部何らかの不備が
あったもの）９件、市の業務に不備がなかったものは20件（うち、13件について
は、紙面の都合上件名のみを掲載しています。）でした。

　　　なお、苦情申立ての趣旨に一部沿ったもののうち、２件については同一の申立
人による同種の申立てであったため、１件にまとめた要約を掲載しています。

　　　また、調査対象とならなかったもの７件、調査を中止したもの１件については、
その内容と趣旨を掲載しています。

　　　取り下げられたもの５件は、調査を開始する前に申立人から取り下げられたも
のであることから掲載していません。
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～掲載事例一覧～

１　苦情申立ての趣旨に沿った事例 

内　　　　容 頁

⑴　軽自動車税の減免申請 40

⑵　住民票の第三者請求における疎明資料 44

⑶　県収入証紙の取扱い 48

２　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例 

内　　　　容 頁

⑴　固定資産税賦課への不服申立て 51

⑵　生活保護の通院移送費 54

⑶　要支援認定通知書における理由付記 58

⑷　医療法人の設立認可申請　その１
62

⑸　医療法人の設立認可申請　その２

⑹　宅地復旧支援事業の申請 66

⑺　水路内のブロック塀の撤去 69

⑻　道路管理の瑕疵に起因する事故への対応 73

⑼　市立学校の指定校変更 77

３　市の業務に不備がなかった事例 

内　　　　容 頁

⑴　印鑑登録の際の本人確認 80

⑵　ひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象 84

⑶　公費解体の解体期限 87

⑷　路上喫煙及びポイ捨ての禁止対策 92

⑸　熊本城の復旧工事に用いられる工法の検証 96

⑹　市営競輪場の再建 99

⑺　墓地の擁璧の補修 103

⑻　共有物の固定資産税の共有者ごとの分割納付 ―

⑼　市長への手紙の情報開示請求 ―
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（10）　福祉事業者への指導 ―

（11）　バス運行ルートの変更 ―

（12）　自宅敷地への進入道路 ―

（13）　自宅敷地と道路との境界鋲 ―

（14）　地籍調査に伴う自宅敷地の合筆 ―

（15）　地籍調査の説明 ―

（16）　マンションの建築確認（市民Ｃ） ―

（17）　マンションの建築確認（市民Ｄ） ―

（18）　物品の寄付の受け取り ―

（19）　下水道工事による塀の傾き ―

（20）　市立学校の生徒指導 ―

４　調査対象とならなかった事例

内　　　　容 頁

⑴　校区自治会長会への指導 106

⑵　校区自治協議会の規約 106

⑶　校区自治協議会等への助成金 106

⑷　市長への手紙の回答内容 106

⑸　バス停の復活と道路整備 106

⑹　職員による事業説明 107

⑺　近隣住民からの嫌がらせ行為等 107

５　調査を中止した事例

内　　　　容 頁

⑴　り災証明書の発行 107

※ 報告書のページ数の都合により「３　市の業務に不備がなかった事例」については、
一部を掲載しております。
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１　苦情申立ての趣旨に沿った事例
　⑴　軽自動車税の減免申請（要約）

　平成29年５月、同居している母親が身体障がい者であることを理由として、
軽自動車税の減免を申請し、「軽自動車税納税証明書（継続検査用）」（以下「納
税証明書」という。）に「減免済」のスタンプを押してもらった。
　同年６月、Ａ課から電話があり、「登録名義は障がい者本人でなければならな
いから、減免は認められない。窓口で見落としがあったから、納税証明書を返し
てほしい。税金は払ってもらわなければならない。」と言われた。また、この件
に関して、新人と思われる職員が対応しただけで上司や責任者の対応もなく、謝
罪もなかった。
　対応した職員やその上司、責任者も含めてミスに対する謝罪や誠意ある対応が
なされなかったことに納得がいかない。

　この度は、軽自動車税の減免申請に係る対応の中で、申立人にご迷惑をおかけし、
ご不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。
　障がいのある方の軽自動車税の減免については熊本市税条例で定められており、原
則として身体障がい者又は精神障がい者が軽自動車を所有している場合は減免の対象
となります。18歳未満の身体障がい者若しくは精神障がい者と生計を一にする方が所
有者である場合も減免の対象となります。
　Ａ課は、申請があった時は申請内容を精査し、減免対象となるか否かを判断します。
判断に際しては、窓口で受け取った職員が最初に審査し、次に別の職員が審査すると
いう二重チェックをしております。
　申請の受付時に減免対象になると判断した場合は、自動車税との重複した減免を防
止するため、持参していただいた身体障害者手帳等に「平成○○年度軽自動車税減免
済」と押印します。また、車検が間近にある方への配慮や事務処理の効率化の観点から、
平成○○年度軽自動車税納税通知書兼領収書（以下「納税通知書等」という。）及び
納税証明書に「減免済」のスタンプを押して申請者にお渡ししております。Ａ課で受
け付けた申請書は、Ｂ課へ送付され、最終的に、Ｂ課が減免申請書の内容を確認し、
減免が決定されることとなります。
　平成29年５月、申立人は同居の母親が身体障がい者であることを根拠に減免の申請
をされました。その申請書には、身体障がい者等の欄に母親の氏名、申請者（納税義
務者）の欄に申立人の氏名が記入されており、添付資料を確認したところ、記載内容
に誤りはありませんでした。しかし、母親が「18歳未満の身体障がい者」又は「精神

苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨苦情申立ての趣旨

市からの回答
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障がい者」という条件に該当しないにもかかわらず、窓口対応の職員が減免の対象と
なるものとして誤った事務を行い、さらに、繁忙期で別の職員の二重チェックが行わ
れなかったことにより、誤りに気付かないまま申立人に「減免済」のスタンプを押し
た納税証明書をお渡ししてしまいました。なお、Ｂ課が確認中に誤りに気付いたため、
正式な減免決定には至っておりませんでした。
　同年６月中旬、Ａ課から申立人宅へお電話しました。申立人の母親が出られたので、
誤った事務処理をしたことの謝罪を申し上げるとともに、お渡しした納税証明書を返
還していただく必要があること、新たに発送する納付書で軽自動車税を納付していた
だく必要があることをご説明しました。申立人の母親は説明に納得されず、市のミス
ということで納付や証明書の返還を拒否され、申立人に説明したいという申し出もお
断りになられました。
　同月下旬、Ａ課から説明のための文書を発送しましたが、未開封のまま返送されま
した。そこで申立人に再度お電話し、今回の減免申請は認められないこと、減免対象
となるためには軽自動車の所有者を変更していただく必要があることなどをご説明し
ました。Ａ課から、「自宅を訪問し、事情説明と納税証明書の回収をさせていただけ
ませんでしょうか。」とお伝えしましたが、申立人は拒否されました。その後、再度、
申立人へお詫びの文書を発送しました。
　同年７月、Ｂ課から「減免申請却下通知」と「平成29年度軽自動車税納税通知書兼
領収証書」を発送するとともに申立人にお渡しした納税通知書等及び納税証明書の回
収のために返信用封筒を同封して申立人宛てに発送しました。
　本件では、軽自動車税の減免に関する職員の理解が不十分であったこと、ミスを防
止するための体制が十分に機能していなかったことに原因があるものと考えておりま
す。今後、本件のようなミスの再発を防止するために、①受付時のチェック体制の強
化（新たにチェック票を作成するとともに、複数人での確認を徹底する。）、②窓口対
応職員への情報共有及び現行のマニュアルの改善を含めた業務研修の実施によるスキ
ルの向上、③減免申請の受付時に納税通知書等及び納税証明書に「減免済」のスタン
プを押印し、その場でお渡しすることは原則しないこととする。また、自動車税との
重複した減免を防止するために身体障害者手帳等に押印している「平成○○年度軽自
動車税減免済」は「平成○○年度軽自動車税減免申請済」と改める、といったことに
取り組みます。
　今回の申立人からのご指摘を受けて、再発防止に努めるとともに、市民の方々にご
満足いただけるようサービスの提供に努めてまいります。

オンブズマンの判断

　申立人の軽自動車税の減免申請を市が誤って処理したことは、実際に申立人が提出
した申請書の記載内容からも明らかです。業務上のミスがあってはならないことは当
然のことで、ミスを防ぐための体制の構築は非常に重要なものです。一方で、実際に
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ミスが発生し、ミスによって不利益を被った方がいた場合に、事後の処置をどうする
かということも非常に重要です。このように、行政が業務の過程でミスをした場合は、
ミスの原因が何であったかを究明し、今後、同種のミスを防ぐための改善策の構築、
ミスによって不利益を被った方への事後の対応、という２つの観点から検討される必
要があります。
　まず、改善策の構築という点について、「市からの回答」によれば、申立人の減免
申請が誤って処理されたことの原因として、窓口の職員が誤った事務をした（減免要
件の認定判断を誤った）こと及び繁忙期で別の職員の二重チェックが行われなかった
ことが挙げられています。職員個々人が正確な事務処理をし、ミスをなくすようにす
るということはもちろん大事なことですが、個人がミスをした場合にそれを組織とし
て見逃さない仕組みを作ることはより重要であると考えます。二重チェックは、個人
の人的ミスを見逃さないための合理的な仕組みといえます。二重チェックが共通の
ルールとなっているということですが、このような仕組みがあるにもかかわらず本件
で実践されなかったのは、繁忙期だったということもあるでしょうが、二重チェック
に対する意識が徹底されていなかったことに原因があると考えられます。
　今回の申立てを受けて、市では「市からの回答」にある①、②の改善案を示してい
ます。特にチェック票の作成は、職員が所定の事務を客観的に確認することにより意
識付けができる意味で有用な方法であると考えますので、しっかりとした取組みがさ
れることを期待します。
　また、従来は、減免申請時に、申請者が持参した身体障害者手帳等に「平成○○年
度軽自動車税減免済」と押印し、納税証明書に「減免済」と押印するものの、これら
の押印がされた時点では減免の効果が生じておらず、その後にＢ課で減免決定をした
時点ではじめて納税義務が減免されるという効果が発生する仕組みだったということ
です。つまり、「減免済」と押印された時点では、まだ納税義務に変更は生じていな
いことになります。このような取扱いは、一般の市民の方からは分かりにくく、この
ことを知らない申請者からすれば、「減免済」と押印された時点で、減免という法的
効果が生じていると誤解しかねません。本件でも、申立人は減免されたものと信じ、
「一度は支払う必要がなくなった税を市のミスにより支払わなければなくなった。」と
いうように認識されていますが、それも無理からぬことです。
　市では、「市からの回答」にある③の改善案に改めるということです。すみやかに
申請者に誤解を与えることのない手続きに改められることを期待します。
　次に、事後の対応という点について検討します。今回の調査では、詳細な発言内容
までは認定できませんが、減免申請について誤った処理がされたこと、申立人は減免
されない結果、平成29年度軽自動車税を納付しなければならないこと、「減免済」と
押印された納税証明書を申立人が返却する必要があることの説明を、Ａ課の担当職員
が行ったことは概ね間違いないと考えられます。
　申立人の納税義務が減免されないとすれば、申立人には平成29年度軽自動車税につ
いて納税義務があることになります。税の徴収は、市の重要な業務であり、納期限を
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過ぎれば遅延金が生じます。このような観点からのみ考えれば、上記の説明は適切な
説明であったともいえます。しかし、本件では、上述したように、申立人が「一度は
支払う必要がなくなった税を市のミスにより支払わなければなくなった。」と認識さ
れることも無理からぬ事情があります。また、同じミスでも、本件のような場合には、
過大徴収をして超過分を還付するといった場合とは異なり、申立人が容易に納得でき
ない気持ちを抱かれるもの当然だと思います。
　申立人が主張している「上司や責任者の対応」が、必ずしも必要であるとはいえま
せんが、組織全体として発生したミスを受け止め、組織全体として不利益を被った方
に対応する姿勢は必要であると考えます。本件では、担当職員から申立人に対し減免
の手続きに誤りがあったことの説明やこれに対する謝罪はされていますが、事後の対
応に関しては、組織全体として取り組もうとする姿勢が弱かったように感じます。申
立人に対する謝罪も、軽自動車税が減免されないことの説明やその納付を求める連絡
と一緒にしているため、謝罪の意思が申立人に十分に伝わるものであったか疑問です。
担当職員が謝罪をしていたとしても、申立人からすれば、誠意のある対応がされてい
ないと思われても仕方のないことだったように感じます。
　オンブズマンが調査したところ、今後のミスを防止するための改善策については、
市は真摯に検討している印象を受けましたが、申立人への対応については物足りない
印象を受けました。納税の義務は憲法にも明記されている国民、市民の義務ではあり
ますが、実際の税の徴収は市民の方々からのご理解を得なければ実現できないもので
す。市には、市税の納付を求める方に対し、その心情に配慮したより丁寧な説明を期
待します。

市の改善等の状況

　軽自動車税減免申請の受付時に、身体障害者手帳等に押印していた軽自動車税「減
免済」のスタンプを「申請済」に改めました。また、申請時にその場でお渡ししてい
た減免済通知書及び車検用納税証明書については、担当課での決裁完了後に、申請者
へ郵送する方法に改めました。
　受付の事務処理については、窓口での二重チェック体制の強化を図るため、「軽自
動車税障害者（新規）減免申請チェックリスト」を作成し、様式に、１次、２次チェッ
ク者の氏名を記入する欄を設けました。
　これらの改善事項については、マニュアルを整備し、平成30年３月に、軽自動車税
業務研修を実施し、窓口担当職員のスキルの向上及び事務処理の改善を図ってまいり
ます。
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　⑵　住民票の第三者請求における疎明資料（要約）

　担当課で、債務者の住民票の交付を請求した際、疎明資料として提示した訴状
等を謄写したいと要求された。他の役所では疎明資料の謄写まで求められること
はなかったため、「法令上は提示で足りるはずである。」と指摘したが聞き入れら
れなかったので、謄写を要求する法的根拠を示すよう依頼したところ、「第三者（法
人等）による住民票関係書類の請求について」と題する書面を渡された。しかし、
その内容は、市における取扱いを記載したものに過ぎず、法的根拠を示すもので
はなかった。また、総務省が発出した「法人等から契約に基づく債権の行使・債
務の履行のために住民票の写し等の交付の申出があった場合の対応について」と
題する文書も渡されたが、疎明資料の提出を求める内容にはなっていなかった。
　市は、法令上要求されていることと、法令上の要求ではないが市の取扱いとし
て任意の協力を求めていることを明確に区別し、市民に必要以上の負担をかける
ことのないようにしてほしい。また、法的根拠等を調べて自らの見解の正当性を
確認しようとすることなく資料の提出を要求し続けるという職員の姿勢に納得で
きないので、これを改善してほしい。

　本件においては、疎明資料は原則として提出をお願いするという市の取扱いに従い、
申立人に対しても疎明資料の謄写をお願いしたものですが、このような取扱いが法令
上画一的に要求されているものではないという認識が不足していたため、申立人へ適
切な説明をすることができませんでした。申立人に対し改めてお詫び申し上げます。
　現在、住民基本台帳法（以下「法」という。）は、①自己の権利を行使し、又は自
己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者、②国又は地方
公共団体の機関に提出する必要がある者、③その他、住民票の記載事項を利用する正
当な理由がある者に限って、第三者が住民票の写し等の交付を請求することを認めて
います（法第12条の３第１項）。第三者請求は、このように一定の理由に基づいて住
民票の閲覧等を求める者にのみ認められることから、総務省令で定めるところにより、
住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的を明らかにしてしなければなら
ないものとされています（法第12条の３第４項第４号）。これを受けて定められた住
民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（以下「省令」
という。）においては、第三者請求について、「法第12条の３第１項…に掲げる事項を
明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この
場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第４項第４号の事項を証する書
類の提示又は提出を求めるものとする。」と定めてられており、市町村長が必要と認
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